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生
涯
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

　
　
　
　
　
　
　
登
録
者
募
集
と
派
遣
相
談 

　
手
芸
な
ど
趣
味
や
創
作
の
特

技
を
持
ち
、
語
学
や
音
楽
・
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
の
指
導
が
で
き
る

方
、
ま
た
、
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
し
て
み
た
い
方
は
、

生
涯
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ン

ク
に
登
録
し
て
そ
の
特
技
や
経

験
を
生
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
最
近
、
新
規
登
録
が
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
新
た
な

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
と

な
る
生
涯
学
習
活
動
に
ぜ
ひ
参

加
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
特
技
経
験

者
の
派
遣
や
活
動
を
利
用
し
た

い
と
い
う
希
望
を
お
持
ち
の
方

は
、
町
教
育
委
員
会
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
活
動
分
野
の
内
容
や
登
録
方

法
、
及
び
派
遣
の
相
談
に
つ
い

て
、
詳
し
い
こ
と
は
教
育
委
員

会
社
会
教
育
係
（
☎
○72�

１
６
０

１
）
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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読
書
感
想
文
課
題
図
書

　
図
書
室
で
は
、
第
57
回
読
書

感
想
文
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
課
題

図
書
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
１

人
１
冊
ま
で
、
１
週
間
（
延
長

不
可
）
。

　
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

《
小
学
校
低
学
年
》

□
も
の
す
ご
く
お
お
き
な
プ
リ
ン

　
の
う
え
で

□
が
っ
こ
う
か
っ
ぱ
の
イ
ケ
ノ
オ

　
イ

□
ア
リ
ク
イ
に
お
ま
か
せ

□
エ
デ
ィ
の
や
さ
い
ば
た
け

《
小
学
校
中
学
年
》

□
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
の
食
卓

□
わ
た
し
の
と
く
べ
つ
な
場
所

□
忘
れ
な
い
よ
リ
ト
ル
・
ジ
ョ
ッ

　
シ
ュ

□
ホ
ス
ピ
タ
ル
ク
ラ
ウ
ン
・
Ｋ

　
（
ケ
ー
）
ち
ゃ
ん
が
行
く

《
小
学
校
高
学
年
》

□
こ
ど
も
電
車

□
天
風（
て
ん
か
ぜ
）の
吹
く
と
き

□
犬
ど
ろ
ぼ
う
完
全
計
画

□
ク
ジ
ラ
と
海
と
ぼ
く

《
中
学
校
》

□
聖
夜

□
ス
ピ
リ
ッ
ト
ベ
ア
に
ふ
れ
た
島

□
夢
を
つ
な
ぐ�

―
山
崎
直
子
の

　
四
〇
八
八
日
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経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
・
免

除
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」

や
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

□
免
除
制
度
（
全
額
免
除･

一

　
部
納
付
）

　
申
請
者
の
所
得
額
な
ど
を
審

査
し
た
う
え
で
、
保
険
料
の
免

除
（
全
額
ま
た
は
一
部
納
付
）

が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　
免
除
を
受
け
た
期
間
は
未
納

期
間
と
な
ら
ず
、
受
給
資
格
期

間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し

一
部
納
付
に
つ
い
て
は
、
納
付

す
べ
き
保
険
料
が
未
納
と
な
っ

た
場
合
、
未
納
期
間
と
し
て
扱

わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
願
い
ま

す
。

□
猶
予
制
度
な
ど

・
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
↓
30

　
歳
未
満
の
方
の
保
険
料
納
付

　
が
猶
予
（
所
得
審
査
あ
り
）

・
学
生
納
付
特
例
制
度
↓
学
生

　
の
方
の
保
険
料
納
付
が
猶
予

　
（
所
得
審
査
あ
り
）

・
法
定
免
除
↓
障
害
年
金
受
給

　
者
や
生
活
保
護
を
受
け
て
い

　
る
方
の
保
険
料
が
免
除

◎
お
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課
国

　
保
年
金
係
　
☎
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国
民
年
金
保
険
料
の 

　
　
　
　  

免
除
制
度 

免除の要件・内容   
○申請者、配偶者、世帯主の前年の所得が一定の基準以下であること     
⇒所得額、家族構成などに応じて「全額免除」または「一部納付」に分けられます。  
　　　 制　度　名              納付すべき          免　除　額    　  免除期間分の 　　　　　　　　　　　　 保険料（月額）       （月額）　　　　年金額※ 
  　  全　額　免　除  ー 15,020円 1／2　の額 
  　　　 4分の1納付 3,760円 11,260円 5／8　の額 
  　　　 2分の１納付 7510円 7510円 6／8　の額 
  　　　 4分の3納付 11,270円 3,750円 7／8　の額  
※保険料全額納付した場合との比較、国庫補助2分の1の場合    

一
部
納
付 

年
金
だ
よ
り 


